
日立市に建設工事入札参加資格を申請する方へ 

 

１  社会保険加入の要件化 

  建設工事の申請受付に際しては、経営事項審査基準日時点で、社会保険等（雇用保険、健康

保険、年金保険）への加入を要件とします（法令等に基づき適用を除外されている者は除く。）。 

 

２ 法定外労災保険加入の要件化 

  ※本市においては、法定外労災保険の加入を要件としません。 

 

３ 申請受付業種 

建設業法第２条第１項に係る別表に基づく２９業種になります。 

ただし、格付を行うのは、土木、建築、舗装、管、電気、塗装の６業種を予定しており、市

内に本社又は営業所等を有する業者に限ります。 

 

４  名簿の有効期間 

令和７年５月３１日まで（有効期間の始期については、「令和５・６年度建設工事入札参加 

資格審査申請の手引き共通書類編６入札参加資格者名簿の登載期間」を参照） 

 

５  名簿の公表方法等 

有資格者名簿につきましては、閲覧（日立市契約検査課）及びインターネット（日立市ホー

ムページ）で公表します。なお、郵送による登録結果の通知は行いませんのでご了承ください。 

 

６  個別書類について 

共通書類と共に、個別書類として以下の書類を各１部提出してください。 

書類名 摘 要 

個別書類チェック表 個別書類の表紙とすること。 

日立市内に営業所等がない場合、市外、県外

の業者の方は、「無」に〇を付け、個別書類

チェック表のみを提出すること。 

日立市内建設工事登録希望工種申請書 日立市内に本社又は営業所等がある場合に添付

すること。 

※各書類の様式をダウンロードして作成してください。 

 

７  名簿を共有する部局 

この資格審査の対象部局は次のとおりです。 

 日立市市長部局（本庁及び出先機関。以下同じ） 

日立市教育委員会 

日立市消防本部 

日立市企業局 

日立・高萩広域下水道組合 

 

８  問い合わせ先 

日立市役所財政部契約検査課工事契約係 

〒３１７－８６０１ 茨城県日立市助川町１丁目１番１号 

電話 ０２９４－２２－３１１１ 内線５２４・５２５・５２６ 

E-mail：keiyaku2@city.hitachi.lg.jp 

日立市企業局上下水道部総務課契約係 

〒３１７－８６０１ 茨城県日立市助川町１丁目１番１号 

電話 ０２９４－２２－３１１１ 内線４９６ 

E-mail：kigyou-somu2@city.hitachi.lg.jp 

日立・高萩広域下水道組合総務課 

〒３１９－１３０１ 茨城県日立市十王町伊師２２２０番地 

電話 ０２９４－３９－５５９５ ＩＰ ０５０－５５２８－５１９４ 

E-mail：koiki-somu@city.hitachi.lg.jp 


